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昨今、「求人を出しても人が来ない・・・」といった問題を抱えている事業所が増えています。 

「なぜ？ どうして？ 条件も悪くないはずなのに・・・」 

そういった問題に対応すべく求人に関する個別相談会を実施します。是非、ご利用ください。 

【開催日時】 相談ご希望の方は、必ず事前予約をお願いします。 

5 月 7 日（火） 、5 月 8 日 （水）、  5 月 10 日（金）  ※５/１０は②・④のみ 

 ①9：30～10：30、②10：45～11：45 、③13：00～14：00、④14：15～15：15 

【相談対応】ヒューマン・ルブ合同会社 代表 嫁田 実 氏 

【開催場所】 丹波市商工会 本所  【申込み・問合せ】経営支援課 丸山 TEL：82-3476 

求人に関する無料相談会【慢性的な人手不足にお困りの事業所様へ】 

◇◆ 令和 6 年度雇用維持安定支援事業のお知らせ ◆◇ 

［教育訓練支援助成］ 

・従業員が業務に直接関係する講習会、職業訓練、技能講習を受講した場合、受講料・テキスト

代等の 50％を助成。１事業所の上限額は 10 万円。 

（別途、女性従業員が受講された場合、教育訓練支援は 80％の助成で上限 10 万円） 

但し、両方とも資格取得の受験料・交通費等は対象となりません。 

 ※補助対象経費はすべて税抜きとします。 

［社内研修支援助成］ 

・事業所が実施する業務に必要な知識、技能を習得することを目的とする社内研修会について、

外部より招聘する講師謝金・旅費・テキスト代等の 50％を助成。1 事業所の上限 10 万円。 

   ※補助対象経費はすべて税抜きとします。                        

［定期健康診断促進支援助成］ ※令和 6年度より助成額変更します 

・従業員の健康診断の受診料 1 人 2,000 円以上の事業所負担につき 1 人 1,500 円 

１事業所 20 万円を限度として年一回のみ助成。 

・助成対象人数は、商工会費の基準となる従業員数以内とします。 

 ※補助対象経費はすべて税抜きとします。 

■申請書、報告書、請求書の様式は丹波市商工会ホームページ からダウンロードできます。 

⇒ https://tanba.or.jp/downloads/359/ （※今年度より新様式になっております） 

※各助成を受けるには、定められた期間までに必要書類の提出が必要となりますのでご注意下さい。

詳細については、事前にお問合せください。 

 【問合せ】 丹波市商工会 TEL：82-3476 
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令和６年度 事務局体制 
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令和６年 4 月 1 日からの事務局体制は下記の通りです。よろしくお願いいたします。 

【事務局長】  四方 啓介 

【総  務  課】 

（課長）塩見 眞吾    （主任）足立 尚子     （参事）大木 玲子  

（参事）後藤 和敏    （主事）乾 美葉      （主事）茂籠 伴哉 

（一般職員）小山 麻衣子 （一般職員）吉良 由喜子 

【経営支援課】 

（課長）丸山 卓也    （課長）多次 建策       （課長補佐）足立 香奈江 

（係長）足立 美穂子  （主任）廣瀬 生美       （主事）細見 麻美 

（主事）細見 卓史   （主事）盛田 剛史       （一般職員）後藤 英之 

※異動…日下智之（朝来市商工会へ）、西山和之（加東市商工会へ）、後藤綺花（多可町商工会へ） 

※退職…荒木 香乃 

 

 

 

 

 

ビジネスマナーの基本と自身が目指すビジョンを設定し、どのように行動すれば達成できるか

についてグループワークも含めて実施をしていきます。ご参加お待ちしております。 

【日時】令和６年 5月 1７日（金） 13：30～16：30 

【会場】丹波市商工会 本所（丹波市氷上町成松１４０-７） 

【対象者】概ね入社 3 年以内の若手社員    【定員】30 名 

【講師】MC・マナーアカデミー Mannerje 代表 樽口知加 氏 

【内容】◆社会人として基礎力の向上           ◆第一印象の重要性 

    ◆コミュニケーションの質を高めるビジネスマナー ♦異業種間の交流 

    ◆目標設定と達成するための行動 

【申込方法】FAX にてお申込みください。 締切日：5 月 1 日（水） 

参加申込書はこちら →商工会 HP： https://tanba.or.jp/business/13643/ 

【問合せ】丹波市商工会 TEL:82-3476  FAX:82-7601 

新入社員セミナーを開催します 
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